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業務委員会における会社側委員の不適切な言動についての抗議と申し入れ

４月１日、申３３号、申４４号に関する業務委員会が開催された。

業務委員会の議論の中で会社側委員山本課長代理は、組合側委員が質問をしてる途中で制

止し遮り、議論進行の妨害を行なった。その行為は一度に留まらず二度三度と繰り返し議

論が滞った。

組合側委員から即、抗議を行ったが、会社側幹事が進行を促しただけで本人は真摯に謝

罪を行っていない。

この行為は基本協約第２３０条による「相互の意思疎通を図る」目的を踏みにじる行為

である。よってここに抗議すると共に、以下のとおり申し入れるので早急に協議の場を設

定すること。

記

１．早急に会社側委員本人から謝罪をすること。

２．紳士的な議論が出来ない会社側委員は今後、業務委員会には出席しないこと。

３．会社は、基本協約第２３０条（目的）を履行する意思があるのか。あるのなら今後の

業務委員会における姿勢について誠意ある説明を行うこと。

以上


